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研究成果の概要（和文）：近年、大幅な法整備がなされた再建型倒産手続において、実際の事業活動に従事する労働者
の取扱いは極めて重要な位置づけを占める。それにもかかわらず、これまで、再建型倒産手続の特殊性に着目した労働
法研究は十分になされていない。そこで、本研究は、（a）労働関係の取扱い、（b）労働債権の取扱い、（c）労働者
代表の手続的関与という観点から、比較法的見地を踏まえつつ、わが国の再建型倒産手続における労働法規範の構造を
分析したものである。

研究成果の概要（英文）：In Japan, as a result of a series of recent legislative activities, there exist tw
o distinct bankruptcy laws for corporate reorganization, Corporate Reorganization Act and Civil Rehabilita
tion Act. Although the treatment of employees is one of the most important aspects in corporate reorganiza
tion, there have been very few researches regarding the treatment of employees in corporate reorganization
. This research is aimed at providing a comprehensive analysis on the application of labor and employment 
law in corporate reorganization by comparing Japan and the U.S., focusing on the treatment of labor relati
onships, of employees' claims and on the participation of employee representatives in corporate reorganiza
tion.
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１．研究開始当初の背景 
（1）再建型倒産手続においては、事業継続
する「再建型」としての特殊性ゆえに、企業
活動に不可欠な労働者の取扱いが極めて重
要な位置づけを占める。それにもかかわらず、
これまで労働法・倒産法いずれの側からも、
十分な研究がなされているとは言い難い状
況にある。 
（2）倒産時の労働関係に関する問題を総称
する概念として「倒産労働法」がある。この
「倒産労働法」は、「専門領域の垣根にわざ
わいされて、双方の領域の専門家から敬遠さ
れてきた部分」と指摘されている。したがっ
て、これまで「倒産労働法」自体、包括的な
学術研究はほとんどなされていないが、一連
の倒産法改正、バブル経済崩壊後の長期不況、
いわゆるリーマン・ショックを経験した日本
では、「倒産労働法」に対する関心がかつて
ない高まりを見せている。 
（3）もっとも、近年法整備が進められた再
建型倒産手続の独自性に着目した「倒産労働
法」の学術研究は、未だ存在しない。従前の
清算を中心とした倒産法秩序においては、倒
産すなわち企業活動の終焉であって、再建型
独自の考察を行う意義に乏しく、結果として、
清算型に重要な労働債権保護に関心が集ま
り、再建型で重要な労働契約関係の処理に関
しては、清算と対比される過程における散発
的な議論にとどまる。本研究は、再建型倒産
手続の整備に対し労働法側からの応答を目
指しており、いわば「再建型・倒産労働法」
分野を開拓する、日本初の本格的学術研究で
ある。 
 
２．研究の目的 
（1）倒産手続では、労働者の取扱いが重要
な一局面を構成する。具体的には、以下の 2
点が問題となる。第一は、労働契約関係から
生じる、賃金等の債権の処理である（いわば、
一債権者集団としての労働者の取扱い問題）。
そして、第二は、倒産という究極の財政悪化
状況で必須となる、労働者数や労働条件の見
直しである（いわば、労働者の地位そのもの
の取扱い問題）。 
（2）日本の倒産法規範は、最近 10 年ほどに
制定以来の抜本的法改正が立て続けに行わ
れた。なかでも、従前の和議法に代わる平成
12 年の民事再生法制定・平成 15 年の会社更
生法大改正を通じた再建型倒産手続の整備
により、「清算」を中心とした従来の倒産法
秩序から、「再建」を清算と並ぶ二本柱とす
る新たな倒産法秩序への転換が顕著に方向
づけられている。 
一連の再建型倒産手続の整備からは、既に

社会経済の構成要素となっている企業活動
を可能な限り存続させ、解体清算に伴う社会
経済的損失を回避すべきとする政策意図が
読み取れる。債権者にとっても、解体した企
業資産売却益の配当よりも、一体としての事
業から生じる収益力に基づく分配を受けた

方が、より多くの満足を得られる可能性が高
い。さらに、当該企業に雇用された労働者に
とっては、言うまでもなく解体清算よりも企
業再建の方が、短期的にも（清算による全員
解雇と比べ、少なくとも一定数の雇用は維持
される）、長期的にも（再建が成功して企業
の業績が回復すれば、労働条件向上の機会、
再雇用や新規雇用の機会が増大する）、雇用
維持の機会が増大し、有利である。すなわち、
社会経済政策的な観点からも、総債権者の満
足という倒産法政策的な観点からも、労働者
保護という労働法政策的な観点からも、望ま
れていた再建型倒産手続が整備されたこと
で、企業再建目的での倒産手続の利用増加が
見込まれる。 
（3）再建型倒産手続では、再建に向けて事
業が継続されるため、企業活動に不可欠な存
在である労働者は、単なる債権者集団の一員
とは全く異なる利益状況に立たされる。した
がって、近年の再建型倒産手続の整備によっ
て、再建型倒産手続における労働者の特殊な
利益状況に合わせつつ、再建型倒産手続の目
的と調和された労働法規範の考察が必要と
されている。 
そこで、本研究は、比較法的見地も踏まえ

ながら、わが国の再建型倒産手続における労
働法の規範構造を分析し、解釈論・立法論両
面から、課題の析出及び解決に向けた試論を
提示することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
（1）本研究は、再建型倒産手続の特殊性に
着目した本格的な学術研究が、これまで行わ
れていない現状を踏まえ、日本における再建
型倒産手続及び労働法規範の構造を、沿革的
な見地も踏まえながら考察する。その前提と
しては、清算型倒産手続や、未だ法的整理手
続に入っていない段階にかかる詳細な検討
も不可欠である。併せて、労働法規範に関し
ても、個別的・集団的労働法を総合した、現
行労働法体系の包括的な理解が不可欠であ
る。その過程では、いわば倒産手続固有の労
働法規範である労働債権の保護や労働者代
表の手続的関与、さらに一連の倒産法改正で
整備された事業譲渡と清算を組み合わせた
事業再建手法も、本研究課題においては必須
の考察対象である。 
（2）まず、日本の再建型倒産手続における
労働法規範の構造を現状分析する。日本では、
諸外国と異なり、再建型倒産手続において労
働法規範を修正する明示的な規範は存在し
ない。もちろん、一連の改正を経た倒産法規
範では、労働者代表の手続的関与を保障する
条項など、労働者の存在に配慮した規定が随
所に見られる。しかし、労働契約法の制定に
見られる労働法規範の明確化、近年の倒産法
規範の現代化改正にもかかわらず、労働法・
倒産法の交錯領域にあって十分な研究は進
められていない。そこで、立法的な沿革もた
どりつつ、学説及び裁判例・判例を検討し、



日本の再建型倒産手続における労働法規範
の構造の現状を分析する。 
（3）次に、本研究は比較法的手法を用い、
日本の再建型倒産手続について、戦後一貫し
て母法国となっており、法規制の枠組みが非
常に類似しているアメリカを比較対象とし
て考察する。アメリカは、再建型倒産手続の
最先進国であり、1978 年に諸外国に先駆けて
連邦倒産法を全面改正したことで、1980 年代
後半以降の日本・諸外国における再建型倒産
手続整備に当たって、常に範とされてきた。
したがって、アメリカの法改正以来、四半世
紀にわたる試行錯誤を考察することで、本研
究に向けた有益な示唆を提供することがで
きる。 
（4）最後に、本研究の取りまとめ作業を行
う。第一に、日本における再建型倒産手続の
構造を、事業譲渡による再建手法も念頭に置
きつつ分析し、解釈論・立法論両面から課題
の析出を行う。その際には、解釈論としての
課題なのか、立法論としての課題なのか、的
確に峻別して検討する必要がある。続いて、
諸外国との比較法的見地に立って、日本が抱
える課題につき、解釈論・立法論両面から、
解決に向けた試論の提示を試みる。 
 
４．研究成果 
（1）本研究は、再建型倒産手続において労
働者の取扱いが極めて重要な位置づけを占
めるにもかかわらず、これまで再建型倒産手
続の特殊性に着目した労働法研究が十分に
なされていない現状に鑑み、比較法的考察の
手法を用いながら、再建型倒産手続における
労働者の取扱いを分析するものである。 
（2）そこで、研究初年度は、日本法の現状
分析および比較法研究の足がかりとなる準
備的作業を行った。第一に、日本において、
再建型倒産手続の特殊性に着目した本格的
な学術研究が行われていないため、日本にお
ける再建型倒産手続および労働法規範の構
造を、沿革的な見地を踏まえながら研究した。
その上で、研究課題にかかる日本の現状を分
析したことで、比較法的考察に向けての分析
軸を獲得することができた。そして、日本法
については、適宜研究成果の公表を行った。 
第二に、次年度以降に予定している比較法

的考察としてアメリカ法の研究を開始し、一
部を成果として公表した。具体的には、アメ
リカにおける再建型倒産手続および労働法
規範の構造をそれぞれ分析し、日本との比較
法的考察を行うための前提条件を整えた。ま
た、再建型倒産手続における労働法の適用関
係を、判例・学説や立法に照らして考察する
ことで、再建型倒産手続の再建目的と労働法
の労働者保護目的との緊張関係をめぐるア
メリカ法の分析を進めることができた。 
これらは、日本法・アメリカ法を問わず、

これまでに研究されたことのない領域を取
り扱う研究であり、一部の成果を公表したこ
とで、今後の学術研究に当たって有意義な基

礎的考察を提供できたものと思われる。 
（2）そこで、研究二年目は、アメリカ法に
ついて、より掘り下げた包括的な研究・分析
を試み、比較法的知見を獲得することに注力
した。また、他方で、日本法についても、会
社更生法の適用下でなされた整理解雇の有
効性を争う下級審裁判例が2件相次いで登場
したことを受けて、本研究課題との関連性に
社会的な関心が集まるとともに、新たな論点
も提供されたため、更に研究を深める必要が
生じた。そのため、日本法に関しても、追加
的な調査・研究を外国法研究に並行して行っ
た。 
また、研究成果の公表にも積極的に取り組

み、公表できる程度に取りまとめができた論
点を中心に、日本法・アメリカ法を問わず、
多数の論文を公表したほか、本研究課題に関
して第123回日本労働法学会大会での個別報
告も行い、査読を受けた上で学会誌への投稿
も許された。 
これらは、労働法・倒産法双方の領域から、

学説・実務を問わず高い関心と多くの反響を
呼び、主要な研究成果は、平成 24 年度日本
労働法学会奨励賞及び平成 24 年度倒産・再
生法制研究奨励金（トリプルアイ・高木賞）
を受賞し、労働法学・倒産法学双方から研究
内容を高く評価されている。 
（3）そして、研究三年目は、本研究を通じ
て獲得された研究成果を元に、本研究成果に
かかる研究成果の取りまとめ作業を行った。
まず、再建型倒産手続における労働法規範の
構造に関し、比較法的手法を交えつつ、日本
法の状況を分析するとともに、本研究課題を
通して残された課題の析出を行った。ここで
は、とりわけ倒産手続下での労働力調整とい
う観点から検討を行い、解雇や労働条件変更
にかかる課題につき、解釈論としての課題と
立法論としての課題を峻別しつつ検討する
よう留意した。加えて、本研究課題にかかる
研究成果を広く還元する作業として、講演会
における報告なども積極的に行った。 
このほか、再建型倒産手続における労働法

規範の構造を分析するには不可欠であるに
もかかわらず、これまで実施されてこなかっ
た周辺的な課題にかかる研究に対しても意
欲的に取り組んだ。その結果、研究成果の一
環として、倒産手続下における労働者代表の
手続的関与に関する基礎的な考察結果も提
供することができた。また、このような研究
成果に関する取りまとめ作業を通じて、本研
究課題に関連してなお考察不十分あるいは
深く立ち入った考察が必要となる課題も析
出されることになったため、今後の研究にか
かる課題設定に向けた準備的な研究として
の意味合いも持たせることができた。 
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